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戸田ボートレース企業団建設工事等低入札価格調査実施要領 

令和４年４月１日企業長決裁 

（目的） 

第１条 この要領は、戸田ボートレース企業団が発注する建設工事及び建設工事に係る設計、

調査及び測量業務委託（以下「建設工事等」という。）の契約において、低入札価格調査

により落札者を決定する方法及び低入札価格調査を経て戸田ボートレース企業団と契約し

た建設工事における追跡調査を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 低入札価格調査 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）

第１６７条の１０第１項（令第１６７条の１３において準用する場合を含む。以下同じ。）

又は令第１６７条の１０の２第２項（令第１６７条の１３において準用する場合を含む。

以下同じ。）の規定により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否かを

判断するために実施する調査をいう。 

⑵ 追跡調査 低入札価格調査を経て戸田ボートレース企業団と契約した建設工事につい

て、下請契約の適切性、下請代金の支払状況等について確認するための調査をいう。 

⑶ 調査基準価格 戸田ボートレース企業団最低制限価格等の設定に関する事務取扱要綱

（令和４年４月１日企業長決裁）第４条の規定により設定する低入札価格調査を実施す

る基準となる価格をいい、取引に係る消費税及び地方消費税の額を含むものをいう。 

⑷ 失格基準価格 令第１６７条の１０第１項又は令第１６７条の１０の２第２項に規定

する当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると判断する基準となる価格

をいい、取引に係る消費税及び地方消費税の額を含むものをいう。 

⑸ 低入札価格調査対象者 調査基準価格に１１０分の１００を乗じて得た額を下回る価

格をもって入札を行った者をいう。 

⑹ 低価格入札者 低入札価格調査対象者のうち、第８条に該当しないものをいう。 

⑺ 第１順位者 低価格入札者のうち、最低価格入札者をいう。 

⑻ 失格 令第１６７条の１０第１項又は令第１６７条の１０の２第２項に規定する当該

契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められたことにより落札者とし

ないことをいう。 

（対象となる入札）  

第３条 低入札価格調査の対象は、次に掲げる一般競争入札とする。 

⑴ 設計額が５,０００万円を超える建設工事の入札 

⑵ 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める建設工事等の入札 

（失格基準価格の設定） 

第４条 失格基準価格は、次の各号により設定する。ただし、建設工事に係る設計、調査及

び測量業務委託の入札については、設定しない。 

⑴ 予定価格（要綱第２条第１号に規定する予定価格をいう。以下同じ。）算出の基礎と

なった次に掲げるアからエの合計額の千円未満の端数を切り捨てた額に１００分の１

１０を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に１０分の７.５（下限値）を

乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に１０分の７.５（下限値）を乗じて

得た額とする。 

ア 直接工事費の額に１０分の９.５を乗じて得た額（円未満切捨て） 

イ 共通仮設費の額に１０分の８.５を乗じて得た額（円未満切捨て） 

ウ 現場管理費の額に１０分の９を乗じて得た額（円未満切捨て） 

エ 一般管理費等の額に１０分の６.８を乗じて得た額（円未満切捨て） 
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 ⑵ 要綱第７条第１項第１号ただし書の規定により調査基準価格を定めた場合は、その上

限値又は下限値の額に１１０分の１００及び調査基準価格の算出式により求めた額に対

する失格基準価格の算出式により求めた額の割合（小数点以下第３位を四捨五入）を乗

じて得た額に、１００分の１１０を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に

１０分の７.５（下限値）を乗じて得た額に満たない場合にあっては１０分の７.５（下

限値）を乗じた額とする。 

 ⑶ 要綱第７条第２項の規定により調査基準価格を算出式によらず定めた場合は、前２号

の規定にかかわらず調査基準価格を下回る範囲で、企業長が定める額とする。ただし、

その額は予定価格に１０分の７.５（下限値）を乗じて得た額を下回らない額とする。 

 ⑷ 第１号のただし書及び第２号のただし書の規定により失格基準価格を算出する場合は、

予定価格に下限値及び１１０分の１００を乗じて得た額の千円未満の端数を切り上げた

額に１００分の１１０を乗じて得た額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、企業長が失格基準価格を設定することが適当でないと判断す

るものについては、設定しないことができる。 

（予定価格を記載した書面への調査基準価格の記載） 

第５条 予定価格の決定者は、予定価格を記載した書面に調査基準価格及び調査基準価格に

１１０分の１００を乗じて得た額を記載するものとする。 

（入札参加者への周知） 

第６条 入札の執行に当たっては、入札公告又は指名通知書に次に掲げる事項を記載するも

のとする。 

⑴ 調査基準価格が設定されていること。 

⑵ 失格基準価格の設定の有無、及び失格基準価格に１１０分の１００を乗じて得た額を

下回る価格をもって入札を行った者は失格となること。 

⑶ 低入札価格調査を経て契約する案件に対する諸条件を設定すること。 

（失格基準価格による判定） 

第７条 低入札価格調査対象者のうち、失格基準価格に１１０分の１００を乗じて得た額を

下回る価格をもって入札を行った者は、失格とする。 

（低入札価格調査対象者に対する調査の方法及び通知） 

第８条 企業長は、低入札価格調査対象者が低価格入札者であるか否かについて、総務課長

に調査を実施させるものとする。 

２ 総務課長は、前項の調査により低入札価格調査対象者が低価格入札者であると認めたと

きは、遅滞なく、当該低価格入札者に対し、低価格入札者に対する低入札価格調査実施通

知書（様式第１号）により通知するものとする。 

３ 総務課長は、第１項の調査により低入札価格調査対象者が低価格入札者でないと認めた

ときは、遅滞なく、当該低入札価格調査対象者に対し、低入札価格調査対象者に対する低

入札価格調査実施結果通知書（様式第２号）により通知するものとする。 

（低価格入札者に対する調査の方法） 

第９条 企業長は、第１順位者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか

否かについて、総務課長、工事等担当課長及び予算所管課長（以下「総務課長等」という。）

に調査を実施させるものとする。 

２ 企業長は、第１順位者のほかに低価格入札者がいる場合は、調査基準価格との乖離の状

況を勘案して、次順位者以降の低価格入札者（以下「次順位者等」という。）に対する調

査を並行して実施させることができる。 

（低価格入札者に対する調査の実施） 

第１０条 総務課長等は、低価格入札者に対し、別紙１に定める建設工事の入札における低

入札価格調査確認事項又は別紙２に定める建設工事に係る設計、調査及び測量業務の委託
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の入札における低入札価格調査確認事項のうち必要なものについて、確認資料等に基づき

調査を実施するものとする。 

（調査結果による落札者の決定） 

第１１条 総務課長は、前２条の規定による調査の結果、低価格入札者により契約の内容に

適合した履行がされないおそれがないと認めたときは、当該低価格入札者を落札者と決定

し、そのおそれがあると認めたときは、その結果について、戸田ボートレース企業団指名

業者選定委員会規程（平成２９年規程第２０号）第１条に規定する戸田ボートレース企業

団指名業者選定委員会（以下「指名業者選定委員会」という。）の審査を受けなければな

らない。ただし、低価格入札者が低入札価格調査確認資料等を提出しないことの申出書（様

式第３号）を提出した場合又は低入札価格調査に協力しない場合は、指名業者選定委員会

に諮らず、失格とする。 

２ 前項の規定は、第１順位者から順次適用し、当該低価格入札者により契約の内容に適合

した履行がされないおそれがないと認めたときは、次順位者等の決定を行わないことがで

きる。 

（指名業者選定委員会の審査結果を踏まえた落札者の決定） 

第１２条 総務課長は、前条第１項の規定による指名業者選定委員会の審査結果を踏まえ、

低価格入札者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがないと認めたとき

は、当該低価格入札者を落札者と決定し、そのおそれがあると認めたときは、失格とする。 

（低価格入札者に対する通知） 

第１３条 総務課長は、前２条の規定により低価格入札者を失格としたときは、遅滞なく、

当該低価格入札者に対し、低価格入札者に対する低入札価格調査実施結果通知書（様式第

４号）により通知するものとする。 

２ 総務課長は、第９条第２項の規定により次順位者等に対する調査を並行して実施したと

きは、遅滞なく、当該次順位者等に対し、次順位者等の低価格入札者に対する低入札価格

調査実施結果通知書（様式第５号）により通知するものとする。 

（低入札価格調査を経て契約する建設工事等に対する条件の設定） 

第１４条 低入札価格調査を経て契約を締結する建設工事については、次の各号に掲げる条

件を設定することができる。 

 ⑴ 追跡調査を実施すること、及び追跡調査に協力しない場合は不誠実な行為として入札

参加停止等の措置をとること。 

⑵ 主任技術者又は監理技術者を契約金額にかかわらず、専任とし、現場代理人との兼務

を認めないこと。 

⑶ 主任技術者又は監理技術者とは別に、主任技術者又は監理技術者を補助し、工事品質

の確保等に努める、主任技術者又は監理技術者と同等の資格を有した技術者１名を専任

で配置すること。 

⑷ 戸田ボートレース企業団建設工事請負契約約款（以下「請負契約約款」という。）に

定める契約保証金の額を請負代金額の１０分の２以上とすること。 

⑸ 請負契約約款に定める違約金の額を請負代金額の１０分の２とすること。 

２ 低入札価格調査を経て契約を締結する建設工事に係る設計、調査及び測量業務委託につ

いては、次の各号に掲げる条件を設定することができる。 

⑴ 管理技術者を委託金額にかかわらず、専任とすること。 

⑵ 管理技術者とは別に、管理技術者を補助し、業務品質の確保等に努める、管理技術者

と同等の資格を有する技術者１名を専任で配置すること。 

⑶ 業務委託契約約款に定める違約金の額を委託金額の１０分の２とすること。 

 （追跡調査） 

第１５条 企業長は、建設工事の追跡調査を実施する場合は、工事等担当課長及び予算所管
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課長に次の各号に定める事項を調査させるものとし、実施時期等については、別紙３に示

されたものを標準とするものとする。 

⑴ 下請等契約の締結状況 

⑵ 下請等代金の支払状況 

⑶ 契約変更発生時における下請等契約への反映状況 

２ 前項の調査の結果、その内容に疑義がある場合は、工事等担当課長及び予算所管課長は、

元請業者及び下請業者から直接聞き取り調査を実施するものとする。 

 （適正な支払等がなされない場合の措置） 

第１６条 工事等担当課長及び予算所管課長は、前条の調査の結果、是正が必要と認められ

る場合は、元請業者に対して次の各号に掲げる方法により指導を行うものとする。 

⑴ 口頭による厳重注意を行う。 

⑵ 前号によっても是正されない場合は、文書により厳重注意を行う。 

２ 前項の指導によっても是正されない場合は、建設業法等に基づき必要な措置をとるもの

とする。 

 （調査結果の報告） 

第１７条 工事等担当課長及び予算所管課長は、前条第２項の規定により必要な措置を行っ

た場合は、措置の状況等について、指名業者選定委員会に報告するものとする。 

 （その他） 

第１８条 事務の参考に別紙４「戸田ボートレース企業団建設工事等低入札価格調査におけ

る低入札価格調査及び追跡調査フロー」を添付する。 

附 則 

この要領は、企業長決裁の日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領の施行の日の前日までに告示又は指名通知したものについては、なお従前の例

による。 
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別紙１（第１０条関連） 

 

建設工事の入札における低入札価格調査確認事項 
確 認 事 項 確 認 資 料 等 

入札金額の決定理由 ・入札金額の決定理由について数値的根拠を含め

て示した資料 

入札金額見積内訳書の内容 ・入札金額見積内訳書、代価表等 

配置予定技術者等に関すること ・技術者の配置計画 

・配置予定技術者の経歴、保有資格、同種・類似

工事への従事実績等 

下請予定の状況 ・下請予定業者等一覧、下請業者等からの見積書 

※下請相手が未定の場合は予定額の内訳等 

対象工事現場付近における手持ち工

事の状況 
・手持ち工事一覧 

・契約書、仕様書、コリンズの工事カルテ等 

同種・類似の手持ち工事の状況 ・手持ち工事一覧 

・契約書、仕様書、コリンズの工事カルテ等 

対象工事現場と営業所、倉庫等との地

理的関係 

・地図 

・営業所一覧、許可申請書の副本等 

手持ち資材の状況 ・手持ち資材一覧 

・資材の購入伝票等 

手持ち機械の状況 ・手持ち機械一覧 

・使用する重機の車検証等 

資材等購入予定先及び入札者と資材

等購入予定先との関係 
・資材購入先一覧 

・資材業者からの見積書、購入伝票等 

労務者の具体的調達見通し ・労務者確保計画 

・対象工事現場付近の営業所の職員名簿等 

過去に施工した同種・類似工事の実績 ・契約書、仕様書、図面、コリンズの工事カルテ

等 

過去に施工した同種・類似工事の成績 ・工事成績評価結果通知書、工事検査調書、工事

完成結果通知書等 

下請代金及び資材代金等の支払遅延、

不払い等の状況 

・過去に施工した同種・類似工事に係る下請契約

書 

・支払いを証する領収書、振込証明書等 

健康保険、厚生年金保険、雇用保険（以

下、「社会保険等」という。）の加入状

況(入札者及び一次下請（予定）業者) 

・社会保険等の加入状況通知書 

※ 適用除外の場合は社会保険等の適用除外に

関する誓約書等 

契約保証金に関すること ・契約保証金の納付方法 
経営の状況 ・預金残高証明等 
建設業法違反等の状況 ・入札者からの報告書 

・許可行政庁への照会 
その他必要な事項 ・その他必要と判断される資料 
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別紙２（第１０条関連） 
 
建設工事に係る設計、調査及び測量業務の委託の入札における低入札価格調査確認事項 

確 認 事 項 確 認 資 料 等 
入札金額の決定理由 ・入札金額の決定理由について数値的根拠を含め

て示した資料 

入札金額見積内訳書の内容 ・直接人件費、特別経費、技術等経費、諸経費の

明細を示した入札金額見積内訳書 

業務の実施体制 ・業務計画書 

・業務工程表 

・業務組織計画書 

再委託予定業者（協力事務所）等の状

況 

・再委託予定業務の内容 

・再委託予定業者（協力事務所）等一覧 

・再委託予定業者（協力事務所）等からの見積書

※ 業者未定の場合は予定額の内訳等 

配置予定技術者の経歴等 ・配置予定技術者の経歴、保有資格、類似業務へ

の従事実績等 

・再委託予定業者（協力事務所）等がある場合は、

当該配置予定技術者の経歴、保有資格、類似業

務への従事実績等 

・低入札価格調査時点で、配置予定技術者が他の

業務に従事している場合は、本業務委託の履行

に支障がないことを示す業務工程表等 

現在から本業務委託履行時の受託業

務及び技術者の状況 

・現在から本業務委託履行時における受託業務（今

後の受託見込業務を含む）の業務工程表 

・現在から本業務委託履行時における受託業務（今

後の受託見込業務を含む）の人員体制（各業務

の中間打合せ前や成果品納入前の時期（業務繁

忙期）においても本業務委託の進捗が確保され

る人員体制）が確認できる資料 

過去に受託した類似業務の状況 ・企業の業務委託実績を証するテクリスの写し、

業務委託契約書の写し（約款、仕様書、図面等

を含む）又はその他業務委託実績を証明できる

資料 

再委託代金の支払状況 ・過去の類似業務に係る再委託契約書（支払状況

を定めた約款等を含む） 

・再委託業者（協力事務所）等に対する過去の支

払を証する資料 

契約保証金に関すること ・契約保証金の納付方法 

経営の状況 ・預金残高証明等 

その他必要な事項 ・その他必要と判断される資料 
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別紙３（第１５条関連） 
 

実 施 時 期 確 認 資 料 等 
着手時 

⑴ 下請契約の締結後 

 

・工事費内訳書 

・下請契約等の締結状況 

・一次下請業者の社会保険等の加入状況 

・一次下請業者からの聞き取り調査 

※ 疑義がある場合 

・下請代金等の支払状況 

※ 前金払いがある場合 

施工時 

⑴ 変更契約の締結後 

 

⑵ 部分払等の支払後 

 

・工事費内訳書（変更時） 

・下請契約等の締結状況（変更時） 

・下請代金の支払状況 

※ 部分払等がある場合 

竣工時 

⑴ 工事代金支払後 

 

・工事費内訳書（精算時） 

・下請契約等の締結状況 

・下請代金等の支払状況 

・下請代金支払状況等聞き取り調査 

※ 疑義がある場合 

 
 



 

8 
 

別紙４（第１８条関連） 

戸田ボートレース企業団建設工事等低入札価格調査における 

低入札価格調査及び追跡調査フロー 

【対象となる入札】設計額５千万円超の建設工事及び建設コンサル等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ このフローは一般的な契約例であり、調査項目の設定等は個別の契約に応じて異なりますので詳細は告示等を確認してください。 

開  （調査基準価格を設定した入札で、その額に満たない入札があったときは「戸田ボートレース企業団 

建設工事等低入札価格調査実施要領」に基づき当該入札を行った入札参加者に対して低入札価 

札   格調査を実施する。） 

適正な契約の履行が見込めない場合又は調査に協力しない場合 【失格】 

低入札価格調査 ② （対象：低価格入札者、方法：確認資料等の調査及びヒアリング） 

・入札金額の決定理由、根拠   ・配置予定技術者の状況   ・下請業者の状況  ・手持ち契約の状況 等  

「低価格入札者に対する低入札価格調査実施通知書」（様式第１号）の通知 

「低入札価格調査対象者に対する低入札価格調査実施結果通知書」（様式第２号）の通知 

契  約  締  結  ・  着  手 

「低価格入札者に対する低入札価格調査実施結果通知書」（様式第４号）の通知 

※ 追加の契約条件が満たせないこと等により確認資料を提出しないことの申出 

様式（第３号）があった場合は通知しない 

契約条件の追加(低入札価格調査を経て契約する場合は必要な条件が追加されます) 

・追跡調査の実施（※工事のみ） ・配置技術者の専任 ・追加技術者の配置 ・契約保証金、違約金の増額 等 

指名業者選定委員会による審査 

入札額が基準価格未満の場合 【失格】 

Ⅱ 契約条件の設定 

低入札価格調査 ① （対象：低入札価格調査対象者、方法：入札書及び内訳書の調査） 

追加する契約条件の設定  

[例] 追跡調査の実施 

配置技術者の専任 

契約保証金の増額 

Ⅰ 失格基準価格  ※ 工事のみ 

各項目の合計額（千円未満切捨） 

ア 直接工事費×95%（円未満切捨） 

イ 共通仮設費×85%（円未満切捨） 

ウ 現場管理費×90%（円未満切捨） 

エ 一般管理費等×68%（円未満切捨） 

              追   跡   調   査       ※ 工事のみ 

着 手 時 

下請契約書、施工体制台帳確認 

一次下請からの聞き取り調査 

施 工 時 

下請契約書（変更）、下請業者へ 

の支払状況の確認 

竣 工 時 

下請業者への支払状況（精算） 

の確認 
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様式第１号（第８条関係） 

戸 ボ 企 発 第   号 

   年  月  日 
 
 

 様 
 

低価格入札者に対する低入札価格調査実施通知書 

 
                        戸田ボートレース企業団 

総務部総務課長    氏 名    
 
 先に執行した下記入札について、貴社が低価格入札者となりましたことから低入札価格調

査を実施いたしますので通知します。 
つきましては、別表１に定める低入札価格調査に使用する確認資料等を下記のとおり提出

してください。また、下記入札が事後審査型の一般競争入札の場合は、入札参加資格の有無

を確認するための書類についても、併せて提出してください。 
 

記 
 
告 示 日     年  月  日 
開 札 日     年  月  日 
件 名  
入 札 価 格  金           円 

資料提出期間     年  月  日    時  分から 
    年  月  日    時  分まで  ※郵送時必着 

資 料 提 出 先  戸田ボートレース企業団 総務部 総務課 
 〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園８番２２号 ※持参又は郵送 

資料提出部数    部 

ヒ ア リ ン グ 
 実施する ／ 実施しない 
 日時：    年  月  日    時  分から 
 場所： 

調 査 順 位  第  位  ※上位順位者から順次落札者を決定する 

そ の 他 

⑴ 確認資料等の書式は任意のもので可とします。ただし、表紙には「低入札価格 

調査確認資料」と明記し、提出日、件名、商号、所在地、代表者職氏名を記載し、

代表者印を押印してください。なお、提出された確認資料等は返却いたしません。 

⑵ 低入札価格調査を受けるに当たっては、契約締結時の追加条件となる別表２ 

「低入札価格調査を経て契約する案件に対する諸条件の設定」を確認してください。 

⑶ 低入札価格調査確認資料等を提出しない場合は、直ちに「低入札価格調査確認

資料等を提出しないことの申出書」(様式第３号)を提出してください。※当該申出書

の提出により、以後の入札において不利益な取扱いを受けることはありません。 

⑷ ヒアリングを実施する場合は、配置予定技術者も出席してください。 



 

10 
 

別表１ 低入札価格調査に使用する確認資料等（建設工事） 

確   認   資   料   等 提  出 

⑴ 入札金額の決定理由、数値的根拠 必要／不要 

⑵ 入札金額見積内訳書、代価表等   ※ 法定福利費を必ず記載 必要／不要 

⑶ 技術者の配置計画、配置予定技術者の経歴、保有資格、同種・類似工事への従事実績等 必要／不要 

⑷ 下請予定業者等一覧、下請業者等からの見積書   ※ 未定の場合は予定額内訳等 必要／不要 

⑸ 対象工事現場付近における手持ち工事一覧、契約書、仕様書、コリンズの工事カルテ等 必要／不要 

⑹ 同種・類似の手持ち工事一覧、契約書、仕様書、コリンズの工事カルテ等 必要／不要 

⑺ 対象工事現場と営業所の地図、営業所一覧、許可申請書の副本等 必要／不要 

⑻ 手持ち資材一覧、資材の購入伝票等 必要／不要 

⑼ 手持ち機械一覧、使用する重機の車検証等 必要／不要 

⑽ 資材購入先一覧、資材業者からの見積書、購入伝票等 必要／不要 

⑾ 労務者確保計画、対象工事現場付近の営業所の職員名簿等 必要／不要 

⑿ 過去の同種・類似工事の契約書、仕様書、図面、コリンズの工事カルテ等 必要／不要 

⒀ 過去の同種・類似工事の成績評価結果通知書、工事検査調書、工事完成結果通知書等 必要／不要 

⒁ 過去に施工した同種・類似工事に係る下請契約書、支払を証する領収書、振込証明書等 必要／不要 

⒂ 社会保険等加入状況通知書、適用除外の場合は社会保険等適用除外の誓約書等 

※ 入札者及び一次下請（予定）業者分 
必要／不要 

⒃ 契約保証金の納付方法 必要／不要 

⒄ 預金残高証明等 必要／不要 

⒅ 建設業法違反等に該当する事案がある場合は当該資料 必要／不要 

⒆ その他必要と判断される資料 

・ 

・ 

必要／不要 

 ※確認資料作成時には、各資料に番号を付すること。なお、付する番号は上記の番号とする。 

 

 

別表２ 低入札価格調査を経て契約する案件に対する諸条件の設定（建設工事） 

条        件 適 用 

⑴ 追跡調査を実施すること、及び追跡調査に協力しない場合は不誠実な行為として入札参加 

停止等の措置をとること。 
有／無 

⑵ 主任技術者又は監理技術者を契約金額にかかわらず、専任とし、現場代理人との兼務を認め

ない。 
有／無 

⑶ 主任技術者又は監理技術者とは別に同等の資格を有する技術者１名を専任で配置すること。

追加で配置する技術者は、主任技術者又は監理技術者を補助し、工事品質の確保等に努める

こと。 

有／無 

⑷ 契約保証金の額を請負代金額の１０分の２以上とすること。 有／無 

⑸ 契約約款に定める違約金の額を請負代金額の１０分の２とすること。 有／無 
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別表１ 低入札価格調査に使用する確認資料等（建設工事に係る設計・調査・測量業務の委託） 

確   認   資   料   等 提  出 

⑴ 入札金額の決定理由、数値的根拠 必要／不要 

⑵ 直接人件費、特別経費、技術等経費、諸経費の明細を示した入札金額見積内訳書 必要／不要 

⑶ 業務計画書 必要／不要 

⑷ 業務工程表 必要／不要 

⑸ 業務組織計画書 必要／不要 

⑹ 再委託予定業務の内容  ※再委託予定業者（協力事務所）等がある場合のみ 必要／不要 

⑺ 再委託予定業者（協力事務所）等一覧 

  ※ 再委託予定業者（協力事務所）等がある場合のみ 
必要／不要 

⑻ 再委託予定業者（協力事務所）等からの見積書（業者未定の場合は予定額の内訳等） 

  ※ 再委託予定業者（協力事務所）等がある場合のみ 
必要／不要 

⑼ 配置予定技術者の経歴、保有資格、類似業務への従事実績等 必要／不要 

⑽ 再委託予定業者（協力事務所）等の配置予定技術者の経歴、保有資格、類似業務への 従

事実績等   ※ 再委託予定業者（協力事務所）等がある場合のみ 
必要／不要 

⑾ 配置予定技術者の従事する業務の工程表等 

  ※ 低入札価格調査時点で、配置予定技術者が他の業務に従事している場合のみ 
必要／不要 

⑿ 現在から本業務委託履行時における受託業務（受託見込業務を含む）の業務工程表 必要／不要 

⒀ 現在から本業務委託履行時における受託業務（受託見込業務を含む）の人員体制（各業務

の中間打合せ前や成果品納入前の時期（業務繁忙期）においても本業務委託の進捗が確保

される人員体制）が確認できる資料 

必要／不要 

⒁ 企業の業務委託実績を証するテクリスの写し、業務委託契約書の写し（約款、仕様書、 図

面等を含む）又はその他業務委託実績を証明できる資料 
必要／不要 

⒂ 過去の類似業務に係る再委託契約書（支払状況を定めた約款等を含む） 必要／不要 

⒃ 再委託業者（協力事務所）等に対する過去の支払を証する領収書等の資料 必要／不要 

⒄ 契約保証金の納付方法 必要／不要 

⒅ 預金残高証明等 必要／不要 

⒆ その他必要と判断される資料 

 ・ 

 ・ 

必要／不要 

 ※確認資料作成時には、各資料に番号を付すること。なお、付する番号は上記の番号とする。 

 

 

別表２ 低入札価格調査を経て契約する案件に対する諸条件の設定（建設工事に係る設計・調

査・測量業務の委託） 

条        件 適 用 

⑴ 管理技術者を委託金額にかかわらず、専任とすること。 有／無 

⑵ 管理技術者とは別に同等の資格を有する技術者１名を専任で配置すること。追加で配置する

技術者は、管理技術者を補助し、業務品質の確保等に努めること。 
有／無 

⑶ 契約保証金の額を委託金額の１０分の２以上とすること。 有／無 

⑷ 契約約款に定める違約金の額を委託金額の１０分の２とする。 有／無 
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様式第２号（第８条関係） 

戸 ボ 企 発 第   号 

   年  月  日 
 
 

 様 

 

低入札価格調査対象者に対する低入札価格調査実施結果通知書 

 
 

戸田ボートレース企業団 
総務部総務課長    氏 名    

 
 
 先に執行した下記入札について、貴社が低入札価格調査対象者となりましたことから入札

書、内訳書及び過去に低入札価格調査を経て戸田ボートレース企業団と契約した建設工事等

の履行状況について低入札価格調査を実施した結果、下記のとおり「契約の内容に適合した

履行がされないおそれがある」として失格となりましたので、貴社を落札者としない旨を通

知します。 
 

記 
 

告 示 日     年  月  日 

開 札 日     年  月  日 

件 名  

入 札 価 格  金           円 

判 定 結 果 

失 格 基 準 価 格  ※ 建設工事のみ 下回る(失格) ／ 下回らない 

履行状況判断基準 該当(失格)  ／ 非該当 

総合評価落札方式における失格判断 該当(失格)  ／ 非該当 

そ の 他 
 この通知に不服があるときは、通知日から７営業日以内にその理由を 

書面にて戸田ボートレース企業団総務部総務課へ説明を求めることがで

きる。 
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様式第３号（第１１条関係） 

 

 

低入札価格調査確認資料等を提出しないことの申出書 

 

  年  月  日 

 

（宛先） 

戸田ボートレース企業団企業長 

戸田市長 

 

所 在 地 

（入札者）名 称 

代表者職氏名             印 

 

 

 貴企業団から    年  月  日付け戸ボ企発第  号にて通知のありました低価格

入札者に対する低入札価格調査の実施について、下記の理由により低入札価格調査確認資料

等を提出しないことを申し出ます。 

この結果、当社の行いました入札が無効又は失格となり、低入札価格調査が中止となるこ

とについても、特に異存はありません。 

 

記 

 

告 示 日     年  月  日 

開 札 日     年  月  日 

件 名  

提出しない理由 
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様式第４号（第１２条関係） 

戸ボ企発第   号 

   年  月  日 
 
 

 様 

 

低価格入札者に対する低入札価格調査実施結果通知書 

 
 

戸田ボートレース企業団 
総務部総務課長    氏 名    

 
 
 先に執行した下記入札について、貴社が低価格入札者となりましたことから、入札書、内

訳書及び確認資料等について低入札価格調査を実施いたしました結果、下記のとおり「契約

の内容に適合した履行がされないおそれがある」として失格となりましたので、貴社を落札

者としない旨を通知します。 
 

記 
 

告 示 日     年  月  日 

開 札 日     年  月  日 

件 名  

入 札 価 格  金           円 

判 定 結 果 

「契約の内容に適合した履行がされないおそれがある。」 
  
 
 
 
 
 
 
 

そ の 他 
 この通知に不服があるときは、通知日から７営業日以内にその理由を 

書面にて戸田ボートレース企業団総務部総務課へ説明を求めることがで

きる。 
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様式第５号（第１３条関係） 

戸 ボ 企 発 第    号 

   年  月  日 
 
 

 様 

 

次順位者等の低価格入札者に対する低入札価格調査実施結果通知書 

 
 

戸田ボートレース企業団 
総務部総務課長    氏 名    

 
 
 先に執行した下記入札について、貴社が調査順位の次順位又はそれ以降の順位の低価格入

札者となりましたことから、入札書、内訳書及び確認資料等について低入札価格調査を実施

いたしました結果、下記のとおりとなりましたので通知します。 
また、下記の理由により、貴社を落札者としない旨を通知します。 

 
記 

 

告 示 日     年  月  日 

開 札 日     年  月  日 

件 名  

入 札 価 格  金           円 

調 査 順 位  第  位 

判 定 結 果 

［  ］契約の内容に適合した履行がされないおそれがない。 
［  ］契約の内容に適合した履行がされないおそれがある。 
   （理由） 
［  ］上位調査順位者を落札者と決定したため、契約の内容に適合

した履行がされないおそれがないかあるかについて未判定。 

落札者としない

理 由 

 
調査順位第 位の低価格入札者を落札者と決定したため。 

 

そ の 他 
 この通知に不服があるときは、通知日から７営業日以内にその理由を 

書面にて戸田ボートレース企業団総務部総務課へ説明を求めることがで

きる。 

 


